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独立行政法人水産大学校（以下「水大校」という。）及び国立研究開発法

人水産総合研究センター（以下「水研センター」という。）は、水産業の発

展に欠くことの出来ない研究開発、人材育成を行う法人であり、今後、一層

優れた研究開発成果を生み出しそれを現場に速やかに普及するとともに、よ

り優れた人材を育成し、現場に供給をすることにより、水産日本の復活に貢

献することが期待される。

このため、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24

日閣議決定。以下「25年基本方針」という。）等に基づく政府の独立行政法

人改革の方向性、「水産基本計画」（平成24年3月23日閣議決定。以下「基本

計画」という。）、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年12月10日

農林水産業・地域の活力創造本部決定）及び第３期中期目標期間の評価結果

等を踏まえ、研究開発成果の最大化及び教育内容の高度化を目指し、以下の

方向で見直しを行うこととする。

第１ 水大校と水研センターの統合

水大校と水研センターを平成28年4月に統合し、１つの国立研究開発法

人（以下「新法人」という。）とする。

新法人においては、統合効果を最大限に発揮するとともに、研究開発

成果の最大化及び教育内容の高度化を図るため、人材育成業務、研究開発

業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築することとする。

また、新法人における人材育成業務（同業務に係る研究を含む。）につ

いては、水大校の名称、立地（下関市）、施設を維持し、代表権を有する

役員を置く。

第２ 新法人における業務の見直し

主要な事務及び事業については、25年基本方針及び基本計画等を踏ま

え、新法人が真に担うべきものに特化し、研究開発業務と人材育成業務を

１つの法人で行うことによる相乗効果を最大限に発揮し「研究開発成果の

最大化」及び「教育内容の高度化」の実現に資するため、次の見直しを行

う。



１ 研究開発業務の見直し

（１）研究開発業務については、水産物の国民への安定供給と漁業経営

の安定のため、水産施策上の喫緊の課題に的確かつ効果的に対応す

るための研究課題に重点を置くとともに、将来の研究ニーズを見据

えた新たな研究課題の発掘も図る。

また、研究開始後も、その必要性、緊急性及び有効性並びに進捗

状況等を定期的に点検することにより、改廃を含めた検討を随時行

い、適正、効果的かつ効率的な業務運営を行う。

（２）研究課題は、新法人の理事長の下で自立的なＰＤＣＡサイクルを

設定し、新法人内部のマネジメントを発揮し得るよう、適正かつ厳

正な評価を可能とする一定の事業のまとまりとし、新法人の内部管

理の観点や財務会計との整合性を明確にした上で、管理責任を徹底

し得る単位とする。ただし、研究開発成果の最大化に向け、新法人

の部門間の連携等の推進が必要となる場合には、新法人内部の縦割

りを助長することのないよう十分留意する。

また、次期中長期目標期間における次期中長期目標で設定する一

定の事業のまとまり毎の目標、指標の達成へのロードマップを定め、

評価軸に基づいた進行管理を行う。

（３）研究成果の最大化に向け、研究開発業務に係る人材の確保、事業

のまとまり毎の適切な資源配分、事業間の連携・融合、研究者の能

力を最大限に引出す研究開発環境の整備、大学・民間企業等他機関

との連携・協力の推進及び研究開発成果の水産業界への普及の強化

等、ＰＤＣＡサイクルを構築する。

また、研究開発成果を水産業界へ普及させるにあたっては、水大

校及び卒業生のネットワークを積極的に活用する。

（４）東日本大震災による被災地の復興・支援に係る調査・研究につい

ては、被災地が置かれた現状と課題を認識しながら、行政と連携し必

要な調査・研究を引き続き行う。

２ 人材育成業務の見直し

（１）水産に関する学理及び技術の教授については、学生の水産関連業

界への就職者の割合、海技士等の資格・免許の合格率など、人材育成

の成果に関する合理的かつ具体的・定量的な目標を設定する。



（２）人材育成業務について、水産業に係る事業者等との意見交換の場

を設けるとともに、その意見を業務実績報告書に反映させる。

（３）水研センターの研究成果、研究員、施設等の活用を検討し、教育

内容の高度化を図る。

（４）少子化の影響から大学進学者数が減少する中、水産業を担う中核

的人材を育成するための教育が持続的に行われるよう、意欲ある学生

の確保対策を強化する。

（５）授業料収入等の安定確保を図る一方、受益者としての水産関連業

界等も含めた取組により、事業者等の要請に的確に応えつつ、質の高

い教育が持続可能な形で行われるよう、自己収入の拡大や教育内容の

高度化に向けた適切な措置を講じる。

第３ 新法人における内部組織、施設等の見直し

１ 内部組織の見直し

（１）第２に示す業務見直し、今後設定する中長期目標を達成できるよ

う内部の組織・体制を整備する。

特に管理部門については、２法人の重複部分を削減する等効率化

を図る。

（２）平成26年度に水大校及び水研センターにハラスメント事案、及び

水研センターに不適正な経理処理など国民からの信頼を失いかねな

い事案が発生しており、コンプライアンス体制を強化するための専

任部署を設置する。

また、内部統制強化については、「独立行政法人の業務の適正を確

保するための体制等の整備」（平成26年11月28日総務省行政管理局長

通知）を参考にしつつ、必要な取組を行う。

２ 施設等の見直し

代船建造中の水大校の練習船「天鷹丸」については、人材育成及び漁

業調査の双方の業務に従事する運航体制を構築する。

第４ 業務全般に関する見直し

上記第１から第３に加え、業務全般について以下の取組を行う。

１ 情報セキュリティ対策の強化



政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報

セキュリティ・ポリシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情

報セキュリティ対策を講ずる。

特に、情報セキュリティに関する教育・訓練の実施及びポリシーに関

する遵守状況の把握については毎年度実施し、PDCAサイクルにより情報

セキュリティ対策の改善を図る。

また、情報セキュリティインシデントが発生した場合の対処体制・手

順や連絡体制・手順を整備する。

２ 中長期目標期間を通じた効率化

一般管理費、業務費については、義務的経費等を除き、具体的な効率

化目標を設定する。

また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オー

プン化、業務改革の徹底について～」（平成26年７月25日総務大臣決定）

を踏まえ、情報システム等の整備に取り組む。

３ 調達等の合理化

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27

年5月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施する。

４ 給与水準の適正化

給与水準・体系について、透明性の向上や説明責任の一層の確保のた

め、給与水準の公表等を行う。

５ 保有資産の見直し

保有資産については、有効活用とともに、不断の見直しを行い、用途

が無くなったものついては、順次廃棄売却等を行う。

また、その際、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点

について」（平成26年９月２日総務省行政管理局）を参考にする。

６ 的確な評価に向けた目標及び中長期計画の設定

的確な評価を実施するため、「独立行政法人の目標策定に関する指針」

（平成26年9月2日総務大臣決定）に基づき、さらにこの「中期目標期間

終了時における業務・組織全般の見直しについて」における見直し事項

を踏まえ、次期中長期目標及び中長期計画を設定する。

７ 政府方針等に基づく取組の着実な実施



25年基本方針等に示された政府方針をはじめとする既往の閣議決定等

に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施する。


